
令和３年度由布市外国語指導助手派遣業務公募型プロポーザル実施要領 

 

１． 目的 

本実施要領は、令和３年度由布市外国語指導助手派遣業務について、公募型プロポーザル方

式により、最適かつ優秀な提案を有する事業者を選定するために必要な事項を定めるものであ

る。 

 

２． 業務概要 

（１） 業務名 

令和３年度由布市外国語指導助手派遣業務 

（２） 業務内容 

令和３年度由布市外国語指導助手派遣業務仕様書のとおりとする。 

（３） 業務期間 

令和３年４月１日から令和４年３月３１日までとする。 

（４） 業務提案限度額 

１０，８２４，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

 

３． 参加資格要件 

本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 

（１） 令和２年度由布市競争入札参加有資格者名簿に登録されている者であること。 

（２） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者である

こと。 

（３） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定により更生手続き開始の申し立て

がなされていない者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定により再

生手続き開始の申し立てがなされていない者であること。 

（４） 本プロポーザル実施の公告の日から本業務の契約締結日までの間が、由布市が発注する建設

工事等の契約に係る競争入札参加資格者の指名停止等措置要綱（平成１７年告示第４号）の

規定に基づく指名停止期間中でないこと。 

（５） 平成２７年度以降に、地方公共団体から外国語指導助手派遣業務の受託実績を有しているこ

と。 

 

４． 事業者選定日程 

本プロポーザルに係る日程は、予定として次のとおりとする。 

内 容 期 日 

公告・実施要領等の交付 令和３年１月 ７日（木） 

質疑書提出期限 令和３年１月１５日（金）午後５時まで 

質疑書による回答 令和３年１月１９日（火）午後５時まで随時 

参加表明書提出期限 令和３年１月２１日（木）午後５時まで 



参加資格審査結果通知 令和３年１月２２日（金）郵送予定 

企画提案書等の提出期限 令和３年１月２９日（金）午後５時まで 

事業者選定会参加要請通知 令和３年２月 １日（月）郵送予定 

事業者選定会開催日 令和３年２月 ８日（月）午後１時２０分から順次 

選定結果通知 令和３年２月 ９日（火）郵送予定 

 

５． 選定委員会の設置 

本業務事業者を選定するため、当市職員等６名で構成する由布市外国語指導助手派遣業務事

業者選定委員会（以下「選定委員会」という。）を設置する。 

 

６． 参加手続き 

本プロポーザルに参加表明する事業者は、次のとおり関係書類を提出すること。 

（１） 提出書類 

① 公募型プロポーザル参加表明書（様式１） 

② 業務実績書（様式２） 

※平成２７年度以降に地方公共団体から同種業務を受託した実績を５件以内記載し、

実績を証する契約書の写しを添付すること。 

（２） 提出部数 

各種１部とする。 

（３） 提出期限  

令和３年１月２１日（木）午後５時までとする。 

（４） 提出方法  

持参又は郵送（いずれの方法も提出期限内必着）とする。持参の場合は土・日・祝日

を除く午前８時３０分から午後５時までとし、郵送の場合は書留とする。 

（５） 提出先 

〒８７９－５４９８ 大分県由布市庄内町柿原３０２番地 

          由布市教育委員会 学校教育課 宛 

（６） 参加辞退 

参加表明者は、公募型プロポーザル参加辞退届（様式３）の提出により、いつでも本

プロポーザルの参加を辞退することができる。 

 

７． 質疑応答 

本プロポーザルに係る内容等に関して不明な点がある場合は、次のとおり提出すること。な

お、本業務事業者選定に公平性を保てないと判断される場合は回答を行わないことがある。 

（１） 提出書類 

質疑書（様式４） 

（２） 提出期限 

令和３年１月１５日（金）午後５時までとする。 



（３） 提出方法 

質疑書（様式４）に質疑内容を記載し、電子メールに添付して提出すること。 

E-mail：gakko@city.yufu.lg.jp 

（４） 回答 

質疑回答書（様式５）を令和３年１月１９日（火）午後５時まで随時、質疑者へ電子

メールに添付して回答する。 

 

８． 資格審査結果通知 

 参加資格審査については、公募型プロポーザル参加表明書（様式１）等提出書類を審査し、

参加資格の有無を参加資格審査結果通知書（様式６）により、令和３年１月２２日（金）郵送

予定で通知する。 

 

９． 企画提案書の提出 

（１） 提出書類 

① 提案書 

任意様式、Ａ４版縦長用紙を用いて横書両面で作成し、補足資料等がＡ３版用紙の場

合は、Ａ４版に折り込むこと。 

※令和３年度由布市外国語指導助手派遣業務仕様書の業務内容及び１１．（１）で示す

審査基準に関する内容を全て記載していること。 

② 見積書 

任意様式、令和３年度由布市外国語指導助手派遣業務仕様書に従い、必要な経費を見

積もること。 

（２） 提出部数 

正本各１部、副本各７部とする。 

（３） 提出期限 

令和３年１月２９日（金）午後５時までとする。 

（４） 提出方法 

６．（４）と同様とする。 

（５） 提出先 

６．（５）と同様とする。 

（６） その他 

① 提出期限までに提出されなかった書類等は、いかなる理由をもっても受理しない。 

② 提出書類に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合であっても補充す

ることはできない。 

③ 提出書類に虚偽の内容が記載されている場合は、企画提案を無効にするとともに、虚

偽の記載をした者を失格とする。 

④ 提出書類一式については返却しない。 

⑤ 提出書類の作成及び企画提案に要する経費は、提案者の負担とする。 

mailto:gakko@city.yufu.lg.jp


⑥ 提出書類については、当該提案者に対して無断で二次的な使用は行わない。 

⑦ 契約履行過程で生じる製作物の著作権は、由布市に帰属する。 

⑧ 提案書類は、情報開示請求により開示することがある。ただし、提案者の正当な利益

が害される恐れがあると本市が認めた箇所については、公表しない。 

 

１０． 事業者選定会（プレゼンテーション）の実施 

（１） 参加要請 

事業者選定会へ参加要請する事業者に、事業者選定会参加要請書（様式７）を令和３

年２月１日（月）郵送予定及び電子メールで通知する。 

（２） 事業者選定会（プレゼンテーション） 

① 日 時：令和３年２月８日（月） 午後１時２０分から順次開始する。 

    プレゼンテーションの実施順は、本市による抽選の上決定する。 

② 内 容：プレゼンテーションの時間は、３０分（企画提案内容説明２０分、質疑応答 

１０分）とする。 

なお、上記の時間と別にプレゼンテーションに係る準備に５分、撤去に５分 

を与える。 

③ その他：プレゼンテーション用のスクリーン及びプロジェクターは本市にて用意する 

が、パソコン等必要な機材は全て提案者が用意すること。ただし、万が一 

に備えプロジェクターを提案者は用意しておくこと。 

 

１１．審査方法等 

（１） 審査基準 

評価項目 評価内容 配点 

事業に対する考え方 本事業に対する理解について ５点 

具体的な実施内容 

授業プランについて                       

授業カリキュラムについて  

教材の作成及び提供等について  

３５点 

ＡＬＴに関する事項 

採用基準、採用方法について 

本市への派遣候補者の指導力、経験年数等について 

研修体制、評価及び評価後の指導体制について 

４０点 

危機管理体制 各種トラブル等への対応について ５点 

連携体制 コーディネーター等の業務内容及び業務計画について １０点 

価格評価 見積内容の妥当性について ５点 

合 計 １００点 

 



（２） 採点方法 

① 選定委員会委員（以下「委員」という。）が、企画提案書及びプレゼンテーションにお

いて１１．（１）により採点を行う。 

② 上記①により各委員の採点を合算し、最高得点の事業者を契約候補者に特定し、次点

１者を選定する。 

③ 上記②の結果、最高得点の事業者が２者以上あった場合は、１１．（１）の評価項目

「ＡＬＴに関する事項」の得点が高い事業者を特定する。 

④ 上記③の結果、得点が同じ場合はくじ引きとする。（くじ引きとなった場合は該当事業

者へ別途通知する） 

⑤ 委員が、プレゼンテーションに不参加若しくはプレゼンテーションを途中退席等によ

り採点を完全に行うことができない場合は、その委員の採点を無効とする。 

 

１２．審査結果及び契約 

  （１）審査結果通知 

     全ての提案者に対して、事業者選定審査結果通知書（様式８）により令和３年２月９  

日（火）郵送予定で通知する。 

なお、審査結果等についての問い合わせには対応しないものとし、異議申し立ては認め 

ないものとする。 

（２）契約の締結 

     審査結果に基づき、特定した事業者と企画・内容等の仕様について調整の上、契約を締 

     結する。特定した事業者が、審査結果通知後に参加資格要件に該当しなくなった場合や

事故等の特別な理由により契約が不可能となった場合は、審査結果が次点の事業者と契

約を締結することができる。 

 

１３．問合せ先 

   由布市教育委員会 学校教育課 担当：藤田 

   住 所：〒８７９－５４９８ 由布市庄内町柿原３０２番地 

   電 話：０９７－５８２－１１７９ 

   ＦＡＸ：０９７－５８２－１２４５ 

E-mail：gakko@city.yufu.lg.jp 
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